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新型コロナウイルス感染症に関する 
各種支援制度（概要）

発行：日光市新型コロナウイルス対策センター　☎0288-21-5154

　新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度の個人向け、事業者向けの支援などについて、
その概要をお知らせします。

個人向け支援
分類 制度などの名称 制度などの内容 問合先・受付窓口

給
付
金

住居確保給付金

離職や廃業または、本人の都合によらない就業機会などの
減少により経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方を
対象に家賃相当分の給付金を支給します。
支�給額…月収が基準額以下の方に家賃額（住宅扶助特別基準
額を上限とする）
支給期間…原則３カ月

社会福祉課
生活保護係
☎0288-21-5149

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金

社会福祉協議会で行っている緊急小口資金や総合支援資金
等の貸付けが終了してもなお生活に困窮している世帯のう
ち、一定の要件を満たす世帯に支援金を支給します。
支給対象世帯…
・緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯
・�総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯／令和４年３
月までに借り終わった世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・�総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに
至らなかった世帯
・�緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終
わった世帯／令和４年８月までに借り終わる世帯
支�給額…単身世帯…月６万円／２人世帯…月８万円／３人
世帯以上…月10万円
支給期間…３カ月間
申請期限…令和４年８月31日まで

社会福祉課
生活保護係
☎0288-21-5149

低所得の子育て世帯に対す
る子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯分）

低所得のひとり親世帯に対し、生活支援金を支給します。
支�給額…児童一人あたり一律５万円
支給期間…申請が不要の方…6月29日に支給済み
　　　　　申請が必要な方…申請した月の翌月末に支給
申請期限…令和５年２月28日（必着）

子ども家庭支援課
子育て給付係
☎0288-21-5101

低所得の子育て世帯に対す
る子育て世帯生活支援特別
給付金（その他世帯分）

令和４年度住民税均等割非課税の子育て世帯に対し、生活
支援金を支給します。
支�給額…児童一人あたり一律５万円
※�ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受給
済みの方は除く
支給期間…申請が不要の方…7月28日に支給予定
　　　　　申請が必要な方…申請した月の翌月末に支給
受付期間…令和４年７月20日～令和５年２月28日（必着）

子ども家庭支援課
子育て給付係
☎0288-21-5101
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個人向け支援（続き）

分類 制度などの名称 制度などの内容 問合先・受付窓口

給
付
金

住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金

住民税非課税世帯や令和４年１月以降に新型コロナウイル
ス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援します。
支�給対象世帯…世帯全員の令和４年度住民税の均等割が非
課税または、令和４年１月以降の収入が減少し、住民税
非課税世帯相当となった世帯（家計急変世帯）
支給額…１世帯あたり10万円
支�給時期…住民税の均等割が非課税の世帯は確認書提出後
２週間前後、家計急変世帯は申請書提出後４週間前後
　※家計急変世帯の申請受付は７月中旬以降に開始予定
申請期限…令和４年９月30日まで

社会福祉課
社会福祉係
☎0288-25-3064

臨時特別給付金コール
センター（通話料無料）
☎0800-800-8331
午前９時～午後５時
（土曜・日曜、祝日除く）

休
業
支
援

＜国・厚生労働省＞
新型コロナウイルス
感染症対応休業支援金・給
付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労
働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかっ
た方に対し、支援金・給付金を支給します。
支給額…休業前１日あたり平均賃金×80％×（各月の休業
期間の日数−就労したまたは労働者の事情で休んだ日数）��
※�日額上限8,265円（時短営業で勤務時間が減少した場合な
ど、休業実績に応じて支給）

休業支援金・給付金
コールセンター
☎0120-221-276
午前８時30分～午後８時
（土曜・日曜、祝日は午
後５時15分まで）

新型コロナウイルス感染症
に係る国民健康保険及び後
期高齢者医療保険の傷病手
当金

国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者で、会社
などに勤務し給与を受け取っている人が、新型コロナウイ
ルス感染症に感染し、または感染を疑われたことが原因で、
会社などを休み給与収入が減少した場合に支給します。
支�給対象日…令和２年１月１日～令和４年９月30日の間で
休業４日目から勤務できない期間
支給額…平均日額×2/3×支給対象日数
※�社会保険等の方は勤務先または、加入している健康保険
組合に問合せ

国民健康保険、後期高
齢者医療制度加入者…
保険年金課
☎0288-21-5110

社会保険等加入者…
加入の健康保険組合

貸
付
金

緊急小口資金（生活福祉資
金特例貸付）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収
入の減少があった世帯に対し、一時的な資金を貸付けします。
貸付額…20万円以内
※�据置期間１年以内、償還期限２年以内、貸付利子は無利子、
保証人不要
申請期限…令和４年８月31日まで

日光市社会福祉協議会
☎0288-25-3070

総合支援資金（生活福祉資
金特例貸付）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、失業等により日
常生活の維持が困難となっている世帯に対し、資金を貸付
けします（延長貸付および再貸付は受付終了しています）。
貸�付額…
　2人以上世帯…月20万円以内／単身世帯…月15万円以内
貸付期間…原則３カ月以内
※�据置期間１年以内、償還期限10年以内、貸付利子は無利
子、保証人不要
申請期限…令和４年８月31日まで

日光市社会福祉協議会
☎0288-25-3070

そ
の
他

国民健康保険税等の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持
者の事業・給与収入などが前年に比べ10分の3以上減少す
るなど、一定の基準を満たした方は、国民健康保険税、介
護保険料、後期高齢者医療保険料が減免される場合があり
ます。

税務課市民税係
☎0288-21-5113
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事業者向け支援
分類 制度などの名称 制度などの内容 問合先・受付窓口

給
付
金
・
支
援
金

＜国・厚生労働省＞
雇用調整助成金
（特例措置）

「新型コロナウイルス感染症の影響」により事業活動の縮小
を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持を図るため
に、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施す
る場合に休業手当などの一部を助成します。

ハローワーク日光
☎0288-22-0353

＜国・厚生労働省＞
小学校休業等対応助成金

子どもが新型コロナウイルスに感染し、保護者として子ども
の世話を行うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金
全額支給）の休暇を取得させた事業主に対し支援します。
※�事業主の皆さまには、本趣旨をご理解の上、有給の休暇制
度を設けていただき、保護者が希望に応じて休暇を取得で
きる環境を整えていただけるようお願いします
対象となる子ども…
　①�新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイド

ラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校（保育
所等を含む）に通う子ども

　②�新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校を休
む必要があった子ども

対象となる休暇…令和４年４月１日～６月30日の休暇
申請期限…令和４年８月31日（必着）

小学校休業等対応
助成金コールセンター
☎0120-60-3999
午前９時～午後９時
（土曜・日曜、祝日含む）

貸
付
金

日光市中小企業振興資金

新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な業況悪化
から市内中小企業者等の経営安定を図るため、市制度融資の
「災害対策資金」を適用します。
融資限度額…1,000万円
融資利率…５年以内…1.0％／７年以内…1.2%
※保証料は日光市が全額助成します
※セーフティネット保証４号の認定が必要です

商工課
☎0288-21-5136

そ
の
他

市税の猶予
各種市税（個人市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計
画税、軽自動車税、入湯税）の猶予

税務課徴収係
☎0288-21-5103

その他関連情報（自宅療養者支援事業）
■パルスオキシメーター貸出し事業
【対 象 者】　新型コロナウイルス感染症の陽性者で、保健所からの指示により市内で自宅療養を行っている方
【支援内容】　自宅療養者が属する１世帯あたり１台を貸与（貸与、返却は普通郵便により実施。費用は市負担）
■新型コロナウイルス感染症自宅療養者向け生活日用品提供事業
【対 象 者】　�日光市に住所を有する新型コロナウイルス感染症の陽性者で、保健所からの指示により市内で自宅療養

を行っている方
【支援内容】　新型コロナウイルス感染症における自宅療養者支援生活日用品等一覧表（要問合せ）に記載の日用品
　　　　　　※１世帯あたり5,000円以内で、原則１品目につき１セットまで（配送料を含まない）
■共通事項（申込先）　日光市新型コロナウイルス対策センター対策係　☎0288-21-5154

分類 制度などの名称 制度などの内容 問合先・受付窓口

そ
の
他

市税等の猶予

各種市税等（個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自
動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険
料）の猶予
※普通徴収のみ

税務課徴収係
☎0288-21-5103
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身体的距離(２ｍを目安)
確保できる 確保できない

会
話

あり

ほとんど
なし

マスクは場面に応じて適切に着用しましょう

屋内

※十分な換気など感染防止対策を講じている場合は外すことも可

身体的距離(２ｍを目安)
確保できる 確保できない

会
話

あり

ほとんど
なし

屋外

：
：着用
着用を推奨
の必要なし

お年寄りと会うときや病院に行くときなど、重症化リスクの高い方と
接する場合には「着用の必要なし 」の場面でもマスクを着用

屋内とは･･･
外気の流入が妨げられる、建物の中、
地下街、公共交通機関の中などをいう

通勤電車(混雑時)

(例)十分換気された
広い部屋での会議 喫煙室、更衣室

距離を確保して行う
図書館での読書

※

(例)
キャッチボール、テニス

散歩、サイクリング 徒歩や自転車で
すれ違う場面

距離を確保できない
スポーツ観戦

マスク着用は引き続き基本的な感染防止策として重要です。
以下の考え方を基に適切な着脱の判断をお願いします。

※熱中症を防ぐため、屋外ではマスクを外しましょう。
ただし、近距離（２mを目安）で会話をする時は、マスクの着用を推奨します。

保育所・認定子ども園・幼稚園等の就学前児のマスク着用について
２歳未満の子どもにはマスクの着用を推奨しておりません。
２歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要がある
ことから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めていません。

(例)

(例) (例)

(例)
(例)

(例)


